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後期高齢者の Ｅ療費自 己負担２ 割へのら＼き 上げに反対する請願

日頃から、鳬鐵住民のいのちと暮ら しを守るためのご售闘に心から敬意を表

します。

経済財廏諮問会縦や財務省の財艱制度審議会で「セイ大間の負祖のぬ平性」 を回

ると して、後期‾孤齢者Ｅ療の皃、口負担を １割から ２割にする負祖増が審議され

ています。すでに ７０歳から７ ４歳のＥ療費白己負祖は２ ０１ ４年度の殱定で

「新たに ７０ 歳に到達する 人においては ２割 とす る」 とし てり ｜き 上げ られてお

ります。 また現役並み所得の人は７ ０歳ぷ上でも ３割負担となっていますｏ

高齢者は、戦後の経済発監の支え手とな り、 今日 の日本をつく りあげてきま

した。しかし後期高齢者Ｋ療制度という年齢で差ＳＩ」する制度が施行され、今年

１０ １からは低所得者への 「軽減措置」 も廃止されよ うと しています。 一方、

む的年金は減 らさ れ収入が生活保護基準｀り、下 を下回る世帯は３ 割に追っ ていま

す。 保険料は上が り続け生き苦は張界をおえています。高齢になっても働き続

けな ければな りません。

罧上の趣回から八下の癢目 について、地方自治ま第９ ９条の規定に基づき、

政府関係磯獸に意見書を提芭下 さる よう 請願いた しま す。

請願 事項

１ ７５ 歳な上のＥ療費の懲、口負祖の ２割へのち＼ き上げを しないでください。

以上

３１ ２ １５


